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浜松市公告第 125 号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号）第 167 条の 6 及び浜松市契約規則（昭和 39 年浜松市規則第 31 号）第 4 条の規

定に基づき公告する。 
 

令和８年２月２４日 

浜松市長  中野 祐介 

記 
１ 一般競争入札に付する事項 

 (1) 件  名 【単価契約】浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏（概算）の売払い  

（令和 8 年 4 月から 9 月搬出分） 

(2) 予定数量 残灰等 8,000 ㎏（概算であり、実重量と異なる場合がある） 

(3) 契約期間 契約締結日から令和 8 年 9 月 30 日 

(4)  引渡場所 浜松市浜松斎場 

         浜松市浜北斎場 

         浜松市雄踏斎場 

         浜松市天竜斎場 

         浜松市三ヶ日斎場 

          

 

２ 入札及び契約担当課 

 〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

           浜松市役所市民部 市民生活課（本館３階） 

           電話  ０５３－４５７－２０２６ 

           ＦＡＸ ０５３－４５２－０２９１ 

E-mail  simink@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市告示

第 390 号）の規定により、令和７・８年度の競争入札参加資格（物品 業種分類２０９１：

不用品回収）の認定を受けているものであること。 

  (3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこ

と。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に

規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員

等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、

執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている
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法人その他の団体に該当しない者であること。 

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。 

 

４ 一般競争入札参加資格の確認申請 

 本件入札の参加希望者は、「物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）」（以下「確認

申請書」という。）を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確

認基準日は確認申請書の受付最終日とする。 

(1) 提出方法 

  持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ

又は電子メールで提出すること。 

(2) 受付期間 

   令和８年２月２５日（水）から令和８年３月４日（水）まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

 (3) 提出先 

   市民生活課（２項に記載のとおり。） 

 (4) 様式 

   本市が指定する様式を用いること。 

 (5) その他 

ア 確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①市民生活課で受け取り、

②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は５項に記載のとおり。）を記載すること。なお、

郵送での通知を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110 円切手を貼った返信用封

筒を添付すること。 

イ 受付期間内に確認申請書を提出しない者は、本件入札に参加することができない。 

 

５ 入札参加資格の確認結果通知 

  入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

(1) 通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話

連絡はしない。 

 ア 市民生活課で受け取り 

イ 郵送（※郵送を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110 円切手を貼った返信用

封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール（※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを確認申請

書に記載すること。） 

(2) 確認結果の通知日 

  ア 市民生活課で受け取りの場合 

令和８年３月９日（月）午後１時から令和８年３月１１日（水）までの間に、市民生活

課で受け取ること。（17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

  イ 郵送又は電子メールの場合 

令和８年３月９日（月）に発送又は発信する。 

 

６ 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由

について説明を求めることができる。 
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(1) 要求方法 

文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留

郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 要求期限 

令和８年３月１１日（水）まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

(3) 提出先 

市民生活課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

    任意の様式を用いること。 

(5) 要求への回答 

   説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

 

７ 仕様書等の提供方法 

本件入札に係る契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）

は、次のとおり提供する。 

  (1) 提供方法 

    本市ホームページに掲載 

(2) 提供期間 

   令和８年２月２４日（火）から令和８年３月１８日（水）まで 

 

８ 仕様書等に対する質問 

(1) 質問方法 

質問書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 受付期間 

令和８年２月２５日（水）から令和８年３月９日（月）午後４時まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

(3) 提出先 

市民生活課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

(5) 質問に対する回答 

令和８年３月１６日（月）から市民生活課において閲覧に供するとともに入札参加者全員

に質問に対する回答書を提供する。 

 

９ 本件入札に関する説明会 

説明会は行わない。 

 

10 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時  令和８年３月１９日（木）午前１１時００分 

(2) 場所  浜松市役所 入札室（北館５階） 
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11 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等 

  別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」のとおり。 

 

 12 入札書の提出方法 

(1) 提出方法 

    別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、入札執行日時に入札場所へ持

参すること。 

 (2)  提出の取りやめ 

入札書の提出を取りやめる場合は、市民生活課へ連絡すること。 

 

13 入札方法等 

（1） 入札は１kg あたりの単価（税抜き）で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額（小数点以下第 2 位まで記載可。）に当該金額 100 分の 10 に相当する額を加算した金額

をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札

書を提出すること。 

 (2) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。 

(3) 1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施する。 

(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2 者以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札

者を定める。 

(5) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて

（入札心得）」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加するこ

と。 

 

14 入札の無効 

浜松市契約規則第 13 条第 1 項の各号及び浜松市物品購入等に係る一般競争入札要領第 9 条各

号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

※開札前に、人的関係のある複数の者が１者を除き入札を辞退した場合は、残る１者の入札は

無効とはならない。 

 

15 入札保証金 

本件入札は、入札保証金を免除する。 

 

16 期間の計算 

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元

年浜松市条例第 76 号）第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算

するものとする。 

 

17 開庁時間 

  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 
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物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争） 

 

 

公告番号 125 公告年月日 令和 8 年 2 月 24 日 

件    名 

【単価契約】 

浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏（概算）の売払い 

 （令和 8 年 4 月から 9 月搬出分）（課名：市民生活課） 

添 付 書 類  「なし」 

入札参加資格の結果 

通知について希望する 

通知方法(※) 

１ 市民生活課で受け取り 

２ 郵送    （110 円切手を貼付した返信用封筒を添付） 

３ 電子メール （電子メールアドレスを記載） 

入札書の提出方法 入札執行日時に入札場所へ持参 

通知を受信する電子メ

ールアドレス 
 

提 出 期 限 
 

    令和８年３月４日 

＜※該当する番号に丸を付けてください。＞ 

 

上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。 
 なお、浜松市公告第 125 号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に

相違していないことを誓います。また、入札参加資格の結果通知について希望する通知方法及び入

札書の提出方法の予定は、記載のとおりです。 

 

  

令和  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長 

 

 

 

 

 

住所又は所在地 

申請者   商号又は名称 

代表者氏名 
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物品購入等入札参加資格確認結果通知書（一般競争） 
 

令和  年  月  日 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名           様 

 

浜松市長 

 

先に申請のあった本市発注の物品購入等に係る一般競争入札の参加資格について、 

下記のとおり確認したので通知します。 

 

                   記 

 
公告番号 125 公告年月日 令和 8 年 2 月 24 日 

 

件    名 

【単価契約】浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏ 

（概算）の売払い （令和 8 年 4 月から 9 月搬出分） 

（課名：市民生活課） 

参加資格の有無 

有 

 

無 

無の 

理由 

 

 

なお、参加資格が「無」と通知された方は、市に対し参加資格がないと認めた理由に 

ついて説明を求めることができます。 

この説明を求める場合は、令和８年３月１１日（水）までに浜松市（市民生活課）へ 

その旨を記載した文書を提出して下さい。 
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（あて先）市民生活課 

 

質 問 書 

公告番号  第 125 号 

件  名  【単価契約】浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏（概算）の売払い 

 （令和 8 年 4 月から 9 月搬出分） 

商号又は名称 

提 出 日 令和  年  月  日  

項 目 質  問  事  項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

・質問提出期限 令和８年３月９日（月）午後４時 を厳守すること。 
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質 問 に 対 す る 回 答 書 

公告番号  第 125 号 

件  名  【単価契約】浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏（概算）の売払い 

 （令和 8 年 4 月から 9 月搬出分） 

回 答 日 令和  年  月  日 

項 目 質  問  事  項 回  答  事  項 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



令和 6年 10月 1日改正 

浜松市物品購入等の入札執行について（入札心得） 

（目的） 

第 1 条 浜松市（以下「市」という。）が発注する物品の購入、製造、修繕若しくは売払い又は業務

委託（建設工事関連業務委託を除く。）、賃貸借（土地又は建物の賃貸借を除く。）若しくは役務の

提供（以下｢物品購入等｣という。）の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約（見積合せ）（以下

「競争入札等」という。）に参加しようとする者は、浜松市契約規則その他関係法令に定めるもの

のほか、契約書案、設計書、仕様書及び業務説明書（以下「仕様書等」という。）等の必要な条件

を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札等に参加するものとする。 

なお、随意契約（見積合せ）による場合もこれに準じて執行するので、「入札」を「見積合せ」

と読み替えるものとする。 

（競争入札等への参加） 

第 2 条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札の公告（以下「公告」という。）の指

定期日までに、必要書類を添えて入札参加資格確認申請書（一般競争）（別紙様式）を提出し、参

加資格の確認を受けるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでな

い。 

２ 競争入札等に参加できる者は、一般競争入札においては公告に示した参加資格条件を満たし、市

長から参加資格があると認められた者及び指名競争入札又は随意契約においては市長から物品購

入等の指名通知（以下「指名通知」という）を受けた者（以下「入札参加者」という。）とする。 

（入札等） 

第 3条 入札参加者は、市指定の入札書を作成、封かんのうえ、表面に「入札書在中」と明記し、裏

面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し、公告又は指名通知等に示した提出方法に

て、入札書を入札担当課に提出すること。 

 なお、時間に遅れた者は、棄権したものとみなす。 

２ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 

３ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 

４ 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。) 第 167条の 4

の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 

５ 入札参加者（代理人を含む。）は、入札書に使用する印鑑を持参すること｡ 

（入札の辞退） 

第 4 条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法により入札を辞退することができ

る。 

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限

る。）により提出する。 

(2) 入札執行中にあっては、入札書に辞退する旨を記載し、入札執行者に提出する。 

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 

（入札保証金） 

第 5条 入札保証金は、公告又は指名通知に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。 

（公正な入札の確保） 



第 6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号）

等に抵触する行為を行ってはならない。 

（入札の取りやめ等） 

第 7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行すること

ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、

若しくは取りやめることがある。  

（入札の無効） 

第 8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

(1) 競争入札等に参加する資格を有しない者のした入札 

(2) 入札参加資格確認申請書（一般競争）に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 一般競争入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点において参加資格を失った者

のした入札 

(4) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(5) 記名押印を欠く入札 

(6) 金額を訂正した入札 

(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札 

(8) 明らかに連合によると認められる入札 

(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2人以上の代理をした者のした入札 

(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札 

(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入

札 

 ア 人的関係 

  (ｱ) 一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含む。）

の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及

び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼

ねている場合（会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社又は民事再生法

第 2条第 4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。） 

  (ｲ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又

は民事再生法第 64条第 2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 イ その他の関係 

   上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

(12) 仕様書等に示した条件等、競争入札等に関する条件に違反した入札 

２ 前項の規定による入札の無効に対しては、異議の申立てができない。 

（入札金額） 

第 9条 入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の 110分の 100に相当する金額を記入すること。 

なお、落札決定にあたっては、入札書に記入された当該金額の 100 分の 10 に相当する額を、当

該金額に加算した金額をもって落札価格とする。 

（落札者の決定） 

第 10条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 



ただし、落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にク

ジを引かせて落札者を定める。この場合、クジを引かない者があるときは、これに代わって入札事

務に関係ない職員にクジを引かせる。 

２ 最低制限価格を設定する入札においては、最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格

とする。 

 

（再度の入札） 

第 11条 開札の結果、落札者がないときは、１回を限度として直ちに再度の入札を行う。 

ただし、予定価格を入札執行前に公表したときは再度の入札は行わない。 

２ 前項の規定による再度の入札には、第1回目の入札において、次の各号の一に該当した者は参加

できない。 

(1) 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者 

(2) 第 8 条第 1 項の規定による無効の入札を行った者及び第 10 条第 2 項の規定により失格とな

った者 

(3) 事前提出及び郵送等による入札参加をした者 

３ 再度の入札の結果、落札者がない場合で随意契約に切り替えることが可能であるときは、最低の

価格の入札を行った者から、2回を限度として見積書を徴取する。 

（落札の取消） 

第 12条 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。 

(1) 落札者が指定の期限内に契約を締結しないとき。 

(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。 

(3) 落札者が入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき。 

(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。 

(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき。 

（契約の締結） 

第 13 条 落札者は、落札の申し渡しを受けたときは、市長が指定する日までに契約を締結しなけれ

ばならない。 

（契約の保証） 

第 14条 契約保証金は、公告又は指名通知に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。 

（同一業務委託等入札参加者間の下請負禁止） 

第 15 条 受託者は、市長が特別の必要があると認めた場合を除き、同一業務委託等に係る入札の参

加者を当該業務委託等の下請負人にしてはならない。 

（異議の申立て） 

第 16条 入札参加者は、入札後、関係法令、規則及びこの心得並びに仕様書、業務説明書等を理由

として、異議を申立てることはできない。 

（総合評価落札方式に関する特例）  

第 17条 令 167条の 10の 2第 1項の規定により落札者を決定する一般競争入札案件の場合は、公告

によりその旨を明記するものとする。  

２ 前項の場合は、第 10 条の規定に替えて、浜松市総合評価落札方式による業務委託競争入札要領

（以下「要領」という。）第 11条の規定を適用する。  



３ 第 1項の場合でくじにより落札者を決定する場合は、要領第 11条第 3項の規定を適用する。 

 

 

 

別記 

 

「浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏（概算）の売払い （令和 8年 4月から 9月搬出分）」の

入札にあたり、浜松市物品購入等の入札執行について（入札心得）第１０条を以下のように読み替え

る。 

 

（落札者の決定） 

第１０条 予定価格の制限の範囲内で、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 

ただし、落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときには、直ちに、当該入札をした者にクジ

を引かせて落札者を定める。 

 















仕様書 

 

 

１ 件  名 

  浜松市浜松斎場他４斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い 

(令和 8 年 4 月から 9 月搬出分) 

 

２ 契約期間 

令和 8年 4月 1日から令和 8年 9月 30 日まで 

 

３ 契約内容、方法 

  売払い契約 

  １kg あたりの単価契約とする。 

 

４ 用語の定義 

(1) 残灰等 

火葬・収骨及びペット類の火葬後に残った「骨、焼却灰・集じん灰、炉床保護剤、義骨

等金物等」を含むものをいう。 

(2) 残灰袋 

  残灰等を保管するために売払人が用意した袋(いわゆる「フレキシブルコンテナバッ 

グ」)、又は、残灰等を引き取るために買受人が用意した袋をいう。 

  買受人は、残灰袋ごと残灰等を引き取るものとする。 

  ※売払人が用意する残灰袋 

(仕様)萩原工業 ＨＳ－００２Ｒ－Ｌ  (650Φ×650H)同等品あり 

(3) 土のう袋 

買受人が、浜松斎場の残灰庫内の残灰等を残灰袋に移し替えて搬出する際に、買受人 

が、必要に応じて持参し、使用する袋。 

(4) 埋葬 

残灰等に含まれる、「資源物(有価金属等)」、「残骨以外のもの」を除いた「残骨」 

について、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年５月31日法律第48号)(以下「墓埋法」 

という。)第１条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公 

衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくととも 

に、関連法令を遵守した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適切に葬ることをい 

う。 

ペット類の骨についても通知「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について（昭和52

年７月16日付け環整第125号）」を理解した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適

切に葬ることをいう。 

(5) 買受人が提携する墓地等 

買受人提携先が、墓埋法第２条第５項に規定する「墓地」、同２条第６項に規定する



「納骨堂」のうち、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。)から許可

を現に得ている墓地等をいう。 

 

５ 売払物 

  浜松市浜松斎場他４斎場から発生する残灰等のうち、売払人が指定する日から令和 8年

9 月 30 日までの間に、売払人が買受人に対し引取りを求める残灰等 8,000 ㎏(概算)とす

る。 

また、契約期間内に売払人が買受人に対し引取りを求める売払物について、買受人はす

べて引き取らなければならない。 

買受人が引き取った売払物は、「残骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以外のもの」に

分別を行った上で、「残骨」を埋葬し、「資源物(有価金属等)」をリユース・リサイクルし、

「それ以外のもの」を適正に処理するとともに、買受人はその費用を負担すること。 

なお、売払物の品質等について買受人、その関係者、第三者等が売払人に対して異議を

行うことは一切認めないものとする。 

 

６ 引渡場所等、引渡しに関すること 

(1) 浜松市浜松斎場 

  所在地   浜松市中央区中沢町 47 番１号 

引渡回数  計６回程度 （月 1 回を目安） 

保管場所  別添①配置図 

保管状況  残灰庫内で保管（集じん灰等は、残灰袋に入れて保管） 

(2) 浜松市浜北斎場 

  所在地   浜松市浜名区宮口 4831 番地の 170 

引渡回数  計６回程度 （月 1 回を目安） 

保管場所  別添②配置図 

保管状況  残灰袋に入れて保管 

（3） 浜松市雄踏斎場 

  所在地   浜松市中央区雄踏町宇布見 6098 番地の３ 

  引渡回数  計３回程度 （２ヶ月に１回を目安） 

保管場所  別添③配置図 

保管状況  残灰袋に入れて保管 

(4) 浜松市天竜斎場 

  所在地   浜松市天竜区二俣町阿蔵 553 番地の 19 

  引渡回数  月１回程度 （９月予定） 

  保管場所  別添④配置図 

  保管状況  ドラム缶に入れて保管 

(5) 浜松市三ヶ日斎場 

  所在地   浜松市浜名区三ヶ日町宇志 815 番地の１ 

  引渡回数  計 1 回程度 （９月予定） 



  保管場所  別添⑤配置図 

  保管状況  一斗缶に入れて保管 

 

７ 契約締結後に提出する書類 

買受人は、以下の書類を、契約締結後３日(市の休日の日数は算入しない。)以内に提出

すること。 

(1) (様式１)引取予定表 

浜松斎場の引渡日は、原則として友引日とする。 

それ以外の斎場の引渡日は、友引日以外でも構わない。 

引渡日時は、売払人と買受人の協議の上、売払人が初回引渡日までに決定する。 

(2)  (様式２)責任者・作業従事者名・使用車両届出書 

  買受人は、本売払契約を指揮監督する責任者を１名定めるとともに、本売払契約に係 

る作業従事者、使用車両(本売払契約に係る売払物の引取・運搬に使用する車両)につい 

て、必要事項を記入し、提出すること。 

(3) 買受人処理施設の概要 

買受人は、本売払契約における売払物の分別等を行う買受人処理施設の概要が分かる 

書類(様式任意)を提出すること。 

(4) 埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概要 

買受人は、本売払契約における売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概 

要が分かる書類(様式任意)を提出すること。 

(5) 買受人が提携する墓地の概要 

  買受人は、本売払契約に係る「買受人が提携する墓地等」の概要が分かる書類(様式 

任意)を提出すること。 

なお、「買受人が提携する墓地等」については、買受人が引き取った売払物を分別し 

た「残骨」と「ペット類の骨」を埋葬することが出来ることを示す書面(契約書、協定

書、永代供養の証等、様式は任意。ただし「買受人が提携する墓地等」の印が押印して

あるものに限る。)を提出すること。 

 

 

８ 売払重量（概算） 

残灰等   8,000kg(概算)   (概算火葬件数：4,400件) 

売払重量は、売払人が用意した、計量法の規定に基づく特定計量器(クレーンスケー

ル：クボタ KL-HS-Q-12-K 以下「特定計量器」という。)にて、売払人及び買受人双

方で確認した表示数値を重量とする。 

また、売払人が用意した残灰袋の重さは、１枚あたり１kgとし、売払重量から差し引

くものとする。買受人が用意した残灰袋の重さは、特定計量器にて計量し、売払人及び

買受人双方で確認した表示数値を、残灰袋のわかりやすい箇所に買受人が記載し、売払

重量から差し引くものとする。 

集じん灰等を入れたポリ袋及びその他の袋の重量は、売払重量に含めるものとする。 



浜松斎場の残灰庫内の残灰等を搬出するために、買受人が使用した土のう袋の重量 

は、売払重量に含めるものとする。なお、売払重量は概算であり、契約締結後、買受 

人は売払人の指示に基づき、残灰等の引取りを行うこと。 

 

９ 引渡方法 

(1) 引渡日時 

  買受人は、引渡日時について売払人の指示に従い、円滑な引取りを行うこと。また、 

買受人は売払人が指定した日時以外に売払物の引取作業を行ってはならない。 

 やむを得ず、引渡日の変更を希望する場合は、売払人と買受人の協議の上、合意を得た

場合は、変更できるものとする。 

(2) 引渡場所からの引渡し              

ア 買受人は、売払物をトラッククレーン装着車(通称：ユニック車）か、クレーン付

箱車等、特定計量器による計量が可能な車両(以下「買受人車両」という。)で引き取

るものとし、売払人からの指示に基づき、売払物の入った残灰袋を引渡場所から引き

取るものとする。 

なお、買受人は買受人車両の車検証を提示し、売払人の確認を受けること。 

イ 浜松斎場の残灰庫内の残灰等については、買受人が残灰袋に移し替えて搬出するこ 

と。また、残灰袋への移し替えに、買受人は必要に応じて土のう袋を持参し、使用で

きるものとする。 

 ウ 天竜斎場、三ヶ日斎場で保管している残灰等については、買受人が残灰袋に移し替

えること。 

エ 本売払契約における売払物の計量は、特定計量器により行うものとする。 

   買受人は買受人車両に特定計量器を装着し、残灰袋を持ち上げ、１袋ごと残灰袋の 

重量を計量するものとする。 

なお、買受人車両への特定計量器の装着及び残灰等の搬出作業は買受人が行うもの

とする。 

また、買受人は、売払物引取時に、保管場所から残灰等を運び出す際に必要になる台

車等の資機材は、引取時に持参するものとする。 

オ 残灰袋の計量数値については、売払物引渡時に売払人が用意した売払物計量シート

(様式 3-2)に特定計量器の表示数値を記載し、売払人、買受人双方で記載した数値と特

定計量器の表示数値とが一致していることを確認するものとする。 

カ 売払物引渡時に、売払人が用意した「様式３ 売払物計量伝票」に、売払人が、売払

物計量シートの引渡重量の計を記載し、売払人、買受人双方で記載した引渡重量に誤り

がないか確認するものとする。 

   また、売払人、買受人双方とも「様式３ 売払物計量伝票」に署名を行うものとする。 

キ 計量時、売払人が用意した残灰袋の重さは、１枚あたり１kgとし、売払重量から差

し引くものとする。買受人が用意した残灰袋の重さは、特定計量器にて計量し、売払

人及び買受人双方で確認した表示数値を、残灰袋のわかりやすい箇所に買受人が記載

し、売払重量から差し引くものとする。 



 ク 重量は特定計量器に表示された kg 単位とし、特定計量器に表示されない端数は含め

ないものとする。 

ケ 「様式３ 売払物計量伝票」に売払人及び買受人が署名した後、売払人は直ちに売払

物計量シートと併せて複写し、原本は売払人が保管し、写しを買受人に渡すものとする。 

 コ 買受人は全ての売払物を買受人車両に積み込んだ後、特定計量器を買受人車両から

取り外し、売払人の指定する場所に返却するものとする。 

 サ 売払人が買受人に対し売払物の引取りを指示した場合には、買受人は売払人からの

指示に従い、速やかに売払物を引き取ること。 

 シ 買受人は、引取りにあたっては、売払物が飛散及び流出しないように措置を講じるこ

と。自動車事故の防止を図るため、最も安全な経路を選択するとともに、道路交通法

(昭和 35 年６月 25 日法律第 105 号)等関係法令を遵守すること。また、買受人は、買

受人車両やコンテナ等から油含水が流出しないよう十分留意すること。 

 ス 売払物の引取りに要する運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。 

 セ 買受人は、引渡場所及びそれに付随する売払人の計量器等備品を使用する際は、買受

人は善良なる管理者の注意義務を負うものとする。 

(3) 所有権の移転 

 売払物の所有権は、売払人及び買受人が「様式３ 売払物計量伝票」に署名をした時 

点で、売払人から買受人に移転するものとする。 

(4) 車両及び人員 

買受人は引取・運搬の実施にあたり、必要となる買受人車両及び人員は買受人自ら調

達すること。 

なお、買受人車両は整備良好かつ有効な車検証等を有するものでなければならず、買

受人は、フレキシブルコンテナバッグ内に土石やスラグ等の異物の混入のおそれがある

買受人車両で、引取・運搬等をしてはならない。 

本売払契約業務を指揮監督する責任者を１名定めること。また。本業務のうち資格を 

有する作業は、必ず当該資格の有資格者が行わなければならない。 

(5) 積載重量等 

買受人は、売払物の引取・運搬の実施にあたり、車両積載重量等を遵守するととも

に、買受人の運搬車両に積載可能重量を超えて積荷等を載せてはならない。 

仮に、本売払契約に係る買受人の運搬車両が積載可能重量を超えて運搬をした場合等 

は、その責は買受人によるものとする。 

(6) 斎場内における指示 

  買受人は浜松市斎場内においては、売払人が定める規定や売払人及び浜松市斎場の指 

定管理者職員の指示等に従うとともに、火気及び電気機器等の使用については十分に注 

意すること。 

(7) 残灰袋の設置及び処分 

  買受人は、売払人が用意した残灰袋を引き取った場合は、残灰袋を洗浄し、次回引渡時 

までに(最終引渡日の時は別途郵送等により)売払人に返却するものとする。 

(8) 責任の所在 



 買受人は、法令によって起因するすべての責任を負うものとする。また、売払人の明 

確な責によらない作業中の事故(人身事故を含む)については、一切買受人の責任におい 

て処理するものとする。 

(9) 注意事項 

  買受人は、売払物の運搬・引取の実施にあたり、斎場施設内外を問わず、売払物が飛 

散しないように必要な対策を講じ、各斎場及び運搬経路周辺の住環境等に支障をきたす 

ことのないように十分注意すること。 

買受人は、斎場内の作業場所の整理整頓に努めるとともに、業務完了後は速やかに売 

払物の引取りに使用した機材等を片付け、買受人の責において清掃すること。 

また、残灰等は信仰の対象物として市民感情に触れることも考慮し、丁重かつ迅速に引

取・運搬を行うこと。 

 

１０ 売払物の処理等 

(1) 残灰等の処理 

買受人は残灰等について、厚生労働省通達(衛企第 17 号「火葬場から排出されるダイ 

オキシン類削減対策指針」平成 12年３月 31 日付)における「残骨灰は、従前通り墓埋法

の趣旨に鑑み、残骨灰を適正に取り扱うこと」や、墓埋法第１条の「火葬場の管理及び埋

葬等が、国民の宗教的な感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障

なく行われること」等の記載に基づき処理しなければならない。 

(2) 売払物の分別 

買受人は売払物について、「残骨」、「ペット類の骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以 

外のもの(残灰、その他廃棄物等。)」等、必要な分別を行った上で、それぞれの関連法令

等に基づき適正な処理を行うとともに、買受人はその費用を負担すること。 

(3) 残骨の埋葬 

買受人は、分別した「残骨」は全て、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のな 

いよう、墓埋法第１条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ

公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくとともに、

関係法令を遵守した上で、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供養すること。 

ペット類の骨についても同様に、全量、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供

養すること。 

(4) 資源物(有価金属等)の処理 

買受人は、「資源物(有価金属等)」については、適正にリユースまたはリサイクルす 

ること。 

(5) 「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物（有価金属等）」以外のものの処理 

買受人は、「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物（有価金属等）」以外のものについ

ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年12 月25 日法律第137 号)等の関

係法令を遵守した上で環境保全対策上、適正処理が可能な方式により処理するものと

し、買受人は売払物に含まれている一切のものについて不法に投棄等をしてはならな

い。 



 

１１ 履行確認等 

  本仕様書の記載事項について適正に行われていることを確認するために、売払人は必 

要な時にいつでも買受人施設内、最終処分先等への履行確認、立入調査及びその他事情 

聴取、書類審査ができるものとする。 

  買受人は、売払人が履行確認等を行う場合には、それに協力するとともに、最終処分 

先の調整や立会等も含め、買受人の責において誠実に対応すること。 

 

１２ 処理及び契約期間完了時の提出書類 

(1) (様式４)売払物引取報告書 

  買受人は、履行した月の「様式４ 売払物引取報告書」に必要事項を記載し、売払物 

の引取後７日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに買受人に提出すること。 

(2) (様式５)売払物処理状況報告書 

  買受人は、分別した売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル等の処理状況が分か 

るよう、「様式５ 売払物処理状況報告書」を提出すること。 

  また、売払物の処理工程・状況や埋葬先、最終処理状況等の分かる写真と、適正な最 

終処分先であることの分かる書類(マニフェストの写し等)を添付すること。 

(3) (様式６)完了報告書 

  買受人は、本契約にかかる全ての処理が完了したときは、「様式６ 完了報告書」を提 

 出すること。 

(4) 報告要請への対応 

売払人は本売払契約に関して、必要に応じ、買受人に対し売払物の埋葬・処理・リユー 

 ス・リサイクル等に関する(1)～(3)以外の関係書類の提出を求めることができる。この場

合、買受人は売払人の指示に従い、直ちに対応すること。 

 

１３ 売払金額の納入及び精算等について 

(1) 売払金額の納入 

買受人は、令和 8 年 4 月及び令和 8 年 7 月の残灰等引渡開始前までに、単価に 8,000

を乗じて得た金額のうち、２分の１の金額をそれぞれ納入しなければならない。納入

については、売払人の定める納入通知書により売払人の指定する日までに納入するも

のとする。 

(2) 売払金額の納入通知書の写しの送付 

買受人は、売払金額を納入した際には速やかに納入通知書の写しを売払人にＦＡＸ、

電子メール等で提出すること。 

(3) 納入されなかった場合の措置 

買受人が令和8年4月及び令和8年7月の残灰等引渡日までに売払金額を納入しなかった

場合、または売払人が、買受人が売払金額を納入したことを確認出来なかった場合に

は、売払人は買受人に対し売払物の引渡しを拒否することが出来るものとする。 

(4) 精算 



売払人が契約期間内に買受人に対し引渡した売払物の引渡重量(以下、「確定重量」とい

う。)と、本売払契約の売払物の概算契約重量(以下、「概算重量」という。)の間に差が生

じた場合には、契約単価に「確定重量」を乗じて定めた金額に基づき、本売払契約に係る

精算を売払人が行うものとする。 

「確定重量」が「概算重量」を上回る場合には、買受人は、売払人の定める納入通知 

書により売払人の指定した日までに差額を納付すること。 

 一方、「確定重量」が「概算重量」を下回る場合には、売払人が買受人に対して差額を

還付するものとし、買受人は、売払人が別に指定する方法により、還付手続きを行わなけ

ればならない。 

(5) 単価の変更 

  本売払契約の契約単価の変更は、原則として行わないものとする。 

(6) その他の支払い条件 

  その他の支払い条件等については、浜松市契約規則(昭和 41 年 11 月 30 日浜松市規則 

第 50 号)及び関係法令に基づくものとする。 

 

１４ 守秘義務 

買受人は業務上知り得た情報を漏らしてはならない。 

また、買受人が業務上知り得た情報等について、買受人は漏えいや盗難、滅失、き損 

その他の事故を防止するための安全措置を講じるほか、秘密保持に関して必要な措置を

講じなければならない。 

 

１５ 損害への対応等 

   買受人が本売払契約の履行中において、買受人の責めに帰すべき事由により第三者、

斎場、周辺の建物及びその他の設備、車両等に損害を与えた場合、買受人は、売払人の

指示に基づき修繕や損害賠償等必要な措置を講じるとともに、その費用を負担しなけれ

ばならない。 

 

 

１６ 売払人との協力関係 

買受人は、本売払契約に関連する売払人の施策等に、積極的に協力するよう努めるも 

のとする。 

 
























